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規 員IJ

金沢市介護保険規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成29年 3月31日

金沢市長 山 野 之 義

⑨金沢市規則第31号

金沢市介護保険規則の一部を改正する規則

金沢市介護保険規則(平成12年規則第16号)の一部を次のように改正する。

第 8条第16号中 「及び第59条第 1項」を 「、第59条第 1項及び第115条の45の3第 l項」に改め、同条第21号中

「及び」を 「、」に改め、「介護予防サービス費等の額の特例」の次に「及び省令第140条の63の2第 3項(同条第4項

の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による第 l号事業支給費の額の特例」を加え、同条第22号中

「及び」を 「、」に改め、「介護予防サービス費等の額の特例」の次に「及び省令第140条の63の2第 3項(同条第4項

の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による第 l号事業支給費の額の特例を認めた場合」を加える。

様式第16号中「特例地域密着型介護(介護予防)サービス計画費」を 「特例地域密着型介護(介護予防)サービス

費」に 17 施設介護サービス費

7 施設介護サービス費

9 第 1号事業支給費

様式第24号その 1ア(表)を次のように改める。

8 特例施設介護サービス費

8 特例施設介護サービス費
に改める。



平成29年(2017年)3月31日 号外第 5号の 5 金 沢 市 公 報

(表)

年度 介護保険料納入通知書

の介護保険料を決定しましたので通知します。

納付義務者住所・氏名 年 月 日

様 金沢市長 固

|被陥氏名 | 171| 
|性別 |

被保険者番号

保険料区分

保険料率 (年間保険料額) |決定事由 |

各月の納付額は、次のとおりです。( 年度賦課分)

~ 保険料額 納付額 納期限

普通徴収
4月

5月

6月

納付書又は

7月

8月

9月

座振替口
10月

11月

12月
よ

1月

納付額る 2月

3月

合計

「納付書」を「納付額」に改め、同その lイ(表)中

に改め、同イ(裏)中 「又は金沢

市収納代理金融機関」を 「、金沢市収納代理金融機関又は金沢市保険料収納受託者」 に改め、同様式その 2及びその

3を次のように改める。

2 



平成29年(2017年)3月31日 号外第 5号の 5 金沢市 公報

その 2

ア

納付義務者住所・氏名

|被保一 |
被保険者番号

(表)

4業

年度 介護保険料(更If・決定)納入通知書

介護保険法第129条の規定により保険料が賦課さ

れましたので、各納期限までに金沢市指定金融機関、

金沢市指定代理金融機関、金沢市収納代理金融機関

又は金沢市保険料収納受託者に納めてください。

年 月 日

金沢市長 同

lr| |性別 |

|事

各月の納付額は、次のとおりです。( 年度賦課分)

納付済額欄は 月 日現在で作成しであります。

~ 
変更前の保険料額 決定(変更後)の保険料額 普通徴収納付状況

普通徴収 特別徴収 普通徴収 特別徴収 納付済額 納付額

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

随時分

計

合計 差引増減額

保険料区分 納期限は毎月末日です。

(変更後の)保険料算定の基礎

期間 月数 保険料区分 保険料率 保険料額

3 



平成29年(2017年)3月31日 号外第 5号の 5

説

金沢市 公報

(裏)

明

この欄には、この保険料の納付義務者及び賦課基準、保険料の賦課の根拠となった法律及び条例の規定の要

旨、各納期における納付額を納期限までに納入しなかった場合において執られるべき措置、この通知に不服が

ある場合における救済の方法、取消訴訟を行う場合の被告とすべき者及び出訴期間等を記入すること。

4 



平成29年(2017年)3月31日 号外第 5号の 5 金沢市 公報

イ

年度 金沢市介護保険料領収済通知舎

|み岸究j塘|
取扱期限

納付額 番納付書号

延滞金 納 付

義務者

合計 氏名

石川県金沢市|市町村コ 叶

(※)金沢市指定金融機関等とは

金沢市指定金融機関

金沢市街定代理金融機関、

金沢市収納代理金融機関又は

金沢市保険料収納受託者

をいいます。

領収日付印

領通上記収知のしし金たま額すの。をで

(宛金先沢)市会計管理者

金金金沢沢沢市市市指指収納定定金代代融理理機金金融融関機機、関関又は

すこくののだ領でさ収、し、。汚済通し知た書りは、折、直り接illr機げ械たでり処し理ないしでま

(表)

年度 金沢納市付介書護(控保)険料

加入者名

口座番号

年度 年度分 月日IJ

納付額

延滞金

合計

納付義務者

氏 名

領収日付印

石川県金沢市|市町村コ 叶

(裏)

-5-

金沢領市収介証護書保年険度料

様

年度 年度分 月日l

納付額

延滞金

合計

被保H曲者梓号

納期限

金上沢記市の指金定額金を融領機収関し等ました(※~)

領収日付印

保こ存の領して収証くだ書さはい、。後日の証拠として2年間l

石川県金沢市怖町村コ 叶



平成29年(2017年)3月31日 号外第 5号の5 金沢市 公報

その 3

ア

納付義務者住所・氏名

|被保一 |
被保険者番号

(表)

4業

年度 介護保険料(随時分)納入通知書

介護保険法第129条の規定により保険料が賦課さ

れましたので、各納期限までに金沢市指定金融機関、

金沢市指定代理金融機関、 金沢市収納代理金融機関

又は金沢市保険料収納受託者に納めてください。

年 月 日

金沢市長 同

lr| |性別 |

|事

各月の納付額は、次のとお りです。( 年度賦課分)

納付済額欄は 月 日現在で作成しであります。

~ 
変更前の保険料額 決定(変更後)の保険料額 普通徴収納付状況

普通徴収 特別徴収 普通徴収 特別徴収 納付済額 納付額

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

随時分

計

合 計 差引増減額

保険料区分 納期限は です。

(変更後の)保険料算定の基礎

期間 月 数 保険料区分 保険料率 保険料額

6 



平成29年(2017年)3月31日 号外第 5号の 5

説

金沢市 公報

(裏)

明

この欄には、この保険料の納付義務者及び賦課基準、保険料の賦課の根拠となった法律及び条例の規定の要

旨、各納期における納付額を納期限までに納入しなかった場合において執られるべき措置、この通知に不服が

ある場合における救済の方法、取消訴訟を行う場合の被告とすべき者及び出訴期間等を記入すること。

-7-



平成29年(2017年)3月31日 号外第 5号の 5 金沢市 公報

イ

年度 金沢市介護保険料領収済通知性

廿時
取級]OII世

納付額 帯納付脅号 領収日付印

延滞金 納 付

義務者

合計 氏名

領通上記収知のしし金また額すの。でを

(宛金先沢)市会計管理者

金金金沢沢沢市市市指指収納定定金代代融理理機金金融融関機機、関関又は

石川県金沢市|市町村コ 吋
すこくののだ領でさ収し、、。汚済通し知た舎りは折、j[りI按曲機げ械たでり処し理ないしまで

(※)金沢市指定金融機関等とは

金沢市指定金融機関

企沢市指定代現金融機関、

金沢市収納代理金融機関又は

金沢市保険料収納受託者

をし、います。

(表)

年度 金沢納市付介書護(控保)険料

加入者名

口座番号

年度 年度分 月日'1

納付額

延滞金

合計

納付義務者

氏 名

領収日付印

石川県金沢市|市町村コ 吋

(裏)

金沢領市収介証護書保年険度料

様

年度 年度分 月日'1

納付額

延滞命

合計

被保曲者一番号

納期限

金上記沢の市指金額定金を領融機収関し等ました(※。)

領収日付印

保こ存の領して収柾くだ舎さはい、。後日の証拠として2年間l

石川県金沢市附町村コ 吋

様式第24号その4中 14月分」を 14月」に、 15月分」を 15月」に、「せつめい」を f説明」に、「保険料の納

付義務者」を「この保険料の納付義務者」に改め、同様式その 5中 を を

8 



平成29年(2017年)3月31日 号外第 5号の 5 金沢市 公報

に、 「せつめい」を「説明」に、 「保険料の納付義務者」を「この保険料の納付義務者」に改め、同様式

その 6を次のように改める。

9 



平成29年(2017年)3月31日 号外第 5号の 5 金沢市 公報

その6

納付義務者住所・氏名

4業

|被保一 |
被保険者番号

各月の納付額は、次のとおりです。( 年度賦課分)

納付済額欄は 月 日現在で作成しであります。

(表)

年度 介護保険料(決定・更正)納入通知書

(口座振替用)

介護保険法第129条の規定により保険料が賦課さ

れました。なお、納付額は、あなたが指定された預

金口座から振替納付されます。

年 月 日

金沢市長 圃

171| 
|性別 |

|事

~ 
変更前の保険料額 決定(変更後)の保険料額 普通徴収納付状況

普通徴収

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

随時分

計

合計

保険料区分

特別徴収 普通徴収 特別徴収 納付済額 納付額

10 

差引増減額

納期限は毎月末日です。

普通徴収分については、あなたの指定口座から毎月

末日に振替納付されます(金融機関の休日に当たる

場合は、翌営業日になります。)。



平成29年(2017年)3月31日 号外第 5号の 5

説

金沢市 公報

(裏)

明

この欄には、この保険料の納付義務者及び賦課基準、保険料の賦課の根拠となった法律及び条例の規定の要

旨、各納期における納付額を納期限までに納入しなかった場合において執られるべき措置、この通知に不服が

ある場合における救済の方法、取消訴訟を行う場合の被告とすべき者及び出訴期間等を記入すること。

様式第24号の 2ア(表)を次のように改める。

11 



平成29年(2017年)3月31日 号外第 5号の5 金 沢 市

(表)

納付義務者住所・氏名

様

|被陥氏名 |
被保険者番号

保険料区分

保険料率(年間保険料額>1

各月の納付額は、次のとおりです。 年度賦課分)

~ 保険料額 納付額 納期限

普通徴収
4月

5月

6月

納付書文は

7月

8月

9月

照振替日
10月

11月

12月
よ

l月

納付額る 2月

3月

合計

様式第24号の 2ア(裏)

公 報

年度 介護保険料納入通知書

兼特別徴収開始通知書

の介護保険料を決定しましたので通知します。

年 月 日

金沢市長 固

171| 
|性別|

|決定事由|

あなたの年金から特別徴収しますので通知します。

----------
保険料額

塁2特jJlj 

4月

6月

8月

主3徴収

10月

12月

2月

合計

翌年度仮徴収 4月 6月 8月

特別徴収金額※

特別徴収義務者

特別徴収対象年金

特別徴収対象

被保険者住所

特別徴収対象

被 保 険 者 氏 名

生 年 月 日 I性別I
※ 介護保険料(仮徴収)額について

介護保険法第140条の規定により、翌年度介護

保険料額が確定するまでは、仮徴収額として今年

度の 2月に特別徴収する額と同額を徴収します。

仮徴収額に変更があった場合には別途通知いた

します。

を 「納付額」に改め、同様式イ(表)中

に改め、同イ(裏)中「又は金沢

市収納代理金融機関」を「、金沢市収納代理金融機関又は金沢市保険料収納受託者」に改める。

様式第25号を次のように改める。

12 



平成29年(2017年)3月31日 号外第 5号の 5 金沢市 公報

様式第25号(第8条関係)

(表)

年度 介護保険料更正通知書

介護保険法第129条の規定により保険料が更正さ

れましたので通知します。

納付義務者住所・氏名 年 月 日

様 金沢市長 固

|被保一 | 171| 
|性別|

被保険者番号

|事 由|

各月の納付額は、次のとおりです。( 年度賦課分)

納付済額欄は 月 日現在で作成しであります。

~ 
変更前の保険料額 決定(変更後)の保険料額 普通徴収納付状況

普通徴収 特別徴収 普通徴収 特別徴収 納付済額 納付額

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

随時分

計

合計 差引増減額

保険料区分

(変更後の)保険料算定の基礎

期間 月数 保険料区分 保険料率 保険料額

13 



平成29年(2017年)3月31日 号外第 5号の 5

説

金沢市 公報

(裏)

明

この欄には、この保険料の納付義務者及び賦課基準、保険料の賦課の根拠となった法律及び条例の規定の要

旨、各納期における納付額を納期限までに納入しなかった場合において執られるべき措置、この通知に不服が

ある場合における救済の方法、取消訴訟を行う場合の被告とすべき者及び出訴期間等を記入すること。

様式第26号及び様式第27号中「月分」を「月別」に改める。

様式第28号中「あて先」を「宛先」に、 14月分」を 14月」に、 15月分」を 15月」に改める。

14 



平成29年(2017年)3月31日 号外第 5号の 5 金沢市 公報

前回 今回

エf特即l

4 月

6 月

8 月

主引き 徴帆耐

10 月

12 月

2 月

様式第29号その 1(表)中 合計 を

翌年度仮徴収 4 月 6 月 8 月

特別徴収金額※

特別徴収義務者

特別徴収対象年金

納付義務者住所

納付義務者氏名

生 年 月 日 |性別 |

-----------
保険料額

塁2特別

4月

6月

8月

主3徴収

10月

12月

2月

合計

翌年度仮徴収 4月 6月 8月 に改め、同様式その 2中 「氏名 様」

特別徴収金額※

特別徴収義務者

特別徴収対象年金

特別 徴 収 対象

被保 険 者 住所

特別 徴 収 対象

被保険者氏名

生 年 月 日 |性別 |

「特別徴収対象被保険者住所・氏名
に改め、同様式その 3を次のように改める。

様」

15 



平成29年(2017年)3月31日 号外第 5号の5 金 沢 市

その 3

(表)

特別徴収対象被保険者住所・氏名

様

|被保一 |
被保険者番号

保険料率(年間保険料額)

各月の納付額は、次のとおりです。 年度賦課分)

~ 保険料額 納付額 納期限

通徴収普
4月

5月

6月

納付書又は

7月

8月

9月

座振替口
10月

11月

12月
よ

1月

納付額る 2月

3月

合計

16 

公 報

年度 介護保険料決定通知書

兼特別徴収開始通知書

の介護保険料を決定しましたので通知します。

年 月 日

金沢市長 固

171| 
|性別|

|決定事由|

あなたの年金から特別徴収しますので通知します。

--------------、
保険料額

Z2特53
I
J 

4月

6月

8月

主引き 徴相1)1. 

10月

12月

2月

合計

翌年度仮徴収 4月 6月 8月

特別徴収金額※

特別徴収義務者

特別徴収対象年金

特別徴収対象

被保険者住所

特別徴収対象

被 保 険 者 氏 名

生 年 月 日 |性別 |

※ 介護保険料(仮徴収)額について

介護保険法第140条の規定により、翌年度介護

保険料額が確定するまでは、仮徴収額として今年

度の 2月に特別徴収する額と同額を徴収します。

仮徴収額に変更があった場合には別途通知いた

します。



平成29年(2017年)3月31日 号外第 5号の 5

説

金沢市 公報

(裏)

明

この欄には、この保険料の納付義務者及び賦課基準、保険料の賦課の根拠となった法律及び条例の規定の要

旨、各納期における納付額を納期限までに納入しなかった場合において執られるべき措置、この通知に不服が

ある場合における救済の方法、取消訴訟を行う場合の被告とすべき者及び出訴期間等を記入すること。

様式第33号及び様式第34号を次のように改める。

17 
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様式第33号 (第8条関係)

(表)

督 促 状
領収済通知Jt.: 金沢市介護保険料

あなたの介護保険料が滞納となっていま
納付書(控)

す。至'';'，Jik脊りの金沢市指定金融機関、金沢
特別会計介護保険料

市指定代理金融機関、金沢市収納代理金融機

ヂm l ~j~ l u l叶 月日l
関又は金沢市保険料十収納受託者に納めてくだ

被保険者番号

年度|叶

さし、u

※本状( 月 日現在作成)の発送と前後して

納付された場合は 納付済にもかかわらず

本状がお手元に届くこともありますので御7
保険料 納付書番号

保険料 承ください。

年 月 日

延滞金
金沢市長 固

納付義務者氏名
延滞金 納付書 1在 領 収 証 書

合計
特別会計介護保険料

被保険者番号

合計
収納受託宥取扱期限 年度 月

椋 保険料

納付義務者氏名
延滞金

合計

瞥笠LEttt]を旦酬発日主し明主限た手過日Lか主ら日起|| | 
上記の金額を領収したので通知しま

領収日付印
す。 石川県金沢市 匝 Ht-pj

(宛先)金沢市会計管理者
首i収日付印 上記の金額を納付します。 領収日付印

上記の金額を領収しました。

金沢市指定金融機関 金沢市指定代 金金金又沢沢沢は企市市市沢指指収市定定納保金代代品融理理料機金金収融融関納機機受関関託者
理金融機関又は金沢市収納代理金融

機関

証く拠だこのさとfしiし回、。収て12正年舎間は保、存佳日しのて

石川県金沢市 |市町村コ オ 石川県金沢市 Imalfttヨ

(裏)

この欄には、納付額を納付しなかった場合において執られる

ベき措置 この通知に不服がある場合における救済の方法 取

消訴訟を行う場合の被告とすべき者及び出訴期間1等を記入する

f 左。

相J

手ミ

t主

百邑

橋

18 
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様式第34号 (第8条関係)

郵 便 はがき 領収済通知書 金沢市介被保険料 催 告 雪き
納付瞥(控) あなたの保険料がいまだに納付されていま

特別会計介護保険料 せん。

月 日までに納付してく

業務 |帳票 |年度 |年度分 |月別 被保険者番号

年特「寸寸度1寸γ~年特十度
ださい。
※本状( 月 日現在作成)の発送と前後して

」 」 納付された場合は、納付請にもかかわらず、
本状がお手元に届くこともありますので御了

納付書番号 承ください。保険料 保険料
年 月 日

延滞金 金沢市長 固
納付義務省氏名

延滞金 納付出兼領収証書

合計
特別会計介護保険料

被保険者番号
合計

収納受託者取扱期限 年度 月

機
保険料

納付義務者氏名 延滞金

合計

この欄には 納付額を納付しなかった記場入合す上記の金額を領収Lたので泊知しま
領収同付印

石川県金沢市恒rft-pj において執られるべき措置等についてす。
ること。

(宛先)金沢市会計管理者
領収日付印 上記の金額を納付します。 領収日付印

上記の金額を領収しました。

金沢市指定金融機関 金沢市指定代 金金金又は沢沢沢金市市市沢指指収I定定納I僻金代代品融理理料機金金収融融関納機機受関関託有
理金融機関又は金沢市収納代理金融
機関

在く拠だこのさと領しし、。収て証2年舎間は保、存佳日しのて

石川県金沢市 |市町村コ 叶 石川県金沢市 Im.m"ヨ

様式第35号その2を削り、同様式その 3中 「納付者住所・氏名」 を 「納付義務者住所・氏名」に、 「あて先」を

「宛先」に改め、同その 3を同様式その 2とし、同様式その4中 「納付者住所・氏名」を 「納付義務者住所・氏名」

に、 「あて先」を 「宛先」に改め、同その4を同様式その 3とし、同様式に次のように加える。

その4

金沢市介護保険料領収済通知筈 金沢市介護保険料 金沢市介護保険料納付合兼領収証舎

納付書(控)
加入

|詰|者名

iI4 
12422| 

年半半 別 傑

保険料
年 月 日までに納めてください。

呼監 被保険者番号
延滞金

納番付書号保険料 領収日付印 合計
月叩l 保険料(円) 延滞金(円)

延滞金 納付 納付義務者
年 月 日

義務者 氏 名
合計

合計 氏名

上記の金額を領知 領収日付印 領収日付印

収したので通
します。

(宛金先沢)市会計管理者

上記の金額を納付します。

後2土こご年のさ日間領のし保、。収証存証拠し書とてュはしく、て
金金金沢沢沢市市市収指指納定定代代金理理融金金機融融関機機、関関文は 上記の金傾を領収しました。

この領理曲収しげ済また通すり知のし書でなは、い汚、で直し接くた機だり械 金理納定受代金沢託市理融者機指金融定関機金文融関は機金、金関沢沢市、金保市収険沢市納料指代収 石川県金沢市 |市町村コ ト1
石川県金沢市防町村コート1 折で処り く さ 石川県金沢市防町村コー 叶

し、。

附則

1 この規則は、 平成29年4月 1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に交付された改正前の金沢市介護保険規則の規定による納入通知書等は、改正後の金沢市

19 



平成29年(2017年)3月31日 号外第 5号の5 金沢市 公報

介護保険規則の規定にかかわらず、なお効力を有する。

金沢市保健所補助組織及び分掌事務規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成29年 3月31日

金沢市長 山 野

⑨金沢市規則第32号

金沢市保健所補助組織及び分掌事務規則の一部を改正する規則

金沢市保健所補助組織及び分掌事務規則(平成9年規則第41号)の一部を次のように改正する。

第 2条第 1項の表中

食品安全対策室

食品安全対策室

改める。

企画庶務係食育推進医事係感染症対策係

薬事衛生係 小動物管理係

企画庶務係医事薬事係感染症対策係食育健康係

環境衛生係動物愛護管理係

第4条第 l項の表中

食育健康係

l 医事に関する事項

2 公共医療事業の向上及び増進に関する事項

3 薬事に関する事項

4 毒物及び劇物に関する事項

I 5 感染症診査協議会に関する事項

5 感染症診査協議会に関する事項

1 食育施策の総合的な推進及び連絡調整に関する事項

2 専門的な栄養指導等に関する事項

改め、同条第2項の表を次のように改める。

係 分掌事務

環境衛生係 1 環境衛生関係営業に関する事項

2 そ族衛生害虫の発生の抑制その他環境衛生の改善指導に関する事項

3 温泉法に関する事項

4 水道法に関する事項

5 特定建築物の衛生的環境の確保に関する事項

6 家庭用品の監視指導に関する事項

動物愛護管理係 1 動物の愛護及び管理に関する法律に関する事項

2 狂犬病予防及び犬の危害防止に関する事項

之 義

3 化製場等に関する法律に関する事項(犬の伺養又は収容のための施設に関する事項に限

る。)

20 
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平成29年(2017年)3月31日 号外第 5号の5 金沢市 公報

附則

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成29年 3月31日

金沢市長 山 野 之 義

⑨金沢市規則第33号

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則の一部を改正する規則

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則(平成3年規則第41号)の一部を次のように改正する。

第2条第9号中「第15条第 1項から第3項まで」を「第15条第6項」に改める。

様式第 9号中「あて先」を「宛先」に、「第15条第 5項」を 「第15条第6項」に改める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

金沢市廃棄物の減量化及び適正処理に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成29年 3月31日

金沢市長 山 里子 之 義

⑨金沢市規則第34号

金沢市廃棄物の減量化及び適正処理に関する規則の一部を改正する規則

金沢市廃棄物の減量化及び適正処理に関する規則(平成 5年規則第2号)の一部を次のように改正する。

第7条中 「第23条」を「第23条第 1項」に改め、「一般廃棄物処理計画」の次に I(第11条の2及び第13条第 3号に

おいて「一般廃棄物処理計画」という。)J を加える。

第8条を削り、第8条の 2を第8条とし、第8条の 3を第8条の 2とする。

第10条の 2中「別表第 1第 1号の項」を「別表第 1第2号の項」に改める。

第11条の 2第 1項中 「第34条の 2第 1項」を「第34条の 3第 1項」に改め、「以下」の次に「この条において」を

加え、 「様式第3号の 2Jを「様式第3号の 3Jに改め、同条第2項中 「第34条の 2第 1項」を「第34条の 3第 1項」

に改め、同条を第11条の4とし、第11条の次に次の 2条を加える。

(廃棄物処理手数料を徴収しない燃やすごみ又は埋立てごみ)

第11条の2 条例第34条の 2第 1項に規定する規則で定める燃やすごみ又は埋立てごみは、紙おむつ、せん定枝その

他一般廃棄物処理計画に定める燃やすごみ又は埋立てごみとする。

(指定ごみ袋)

第11条の 3 条例第34条の 2第 l項に規定する指定ごみ袋(次項において「指定ごみ袋」という。)の様式は、様式

第3号の 2のとおりとする。

2 指定ごみ袋は、再交付しない。

第13条第3号中「本市の」を削る。

別表第 1中 I(第8条の 2、第10条の 2関係)Jを I(第8条、第10条の 2関係)Jに改める。

別表第 2中 I(第8条の 3関係)Jを I(第8条の 2関係)J に改める。

様式第 3号の 2中 I(第11条の 2関係)J を I(第11条の 4関係)Jに改め、同様式を様式第 3号の 3とし、様式第3

号の次に次の 1様式を加える。
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様式第3号の 2 (第11条の 3関係)

金沢市指定ごみ袋

(容量種別)

舎前

備考 容量種別は、 5リットル、 10リットル、 20リットル、 30リットル及び45リットルとする。

附則

この規則は、平成30年2月1日から施行する。

金沢市風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成29年3月31日

金沢市長 山 野 之 義

⑨金沢市規則第35号

金沢市風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則の一部を改正する規則

金沢市風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則(平成25年規則第3号)の一部を次のように改正す

る。

第 5条第2号を次のように改める。

(2) 国立研究開発法人森林研究・整備機構

附則

この規則は、平成29年4月 1日から施行する。

金沢市特定公共賃貸住宅条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成29年 3月31日

金沢市長 山

⑨金沢市規則第36号

金沢市特定公共賃貸住宅条例施行規則の一部を改正する規則

野

金沢市特定公共賃貸住宅条例施行規則(平成14年規則第64号)の一部を次のように改正する。

22 
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様式第 1号を次のように改める。

様式第 1号(第4条関係)

特定公共賃貸住宅入居申込書

(宛先)金沢市長

次のとおり特定公共賃貸住宅に入居したいので申し込みます。

住 宅 名

入居を希望する住宅

続柄
フ リ ガナ

申 氏 名
個人番号

込

者 本人

入

居

し

よ

つ
と

す

る

親

族

附則

この規則は、公布の日から施行する。

金沢市消防事務決裁規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成29年 3月31日

申込者住所

氏名

生年月日

年 月

年 月

年 月

年 月

年 月

年 月

金沢市長 山

⑨金沢市規則第37号

金沢市消防事務決裁規則の一部を改正する規則

金沢市消防事務決裁規則(昭和38年規則第38号)の一部を次のように改正する。

年月日

間 取 り

勤務先

日

日

日

日

日

日

野 之 義

別表消防署の項中「第46条第 l項、第47条第 l項及び第47条の 2第 l項」を「第171条第 1項、第172条第 1項及び

第173条第 l項」に改める。

附則

この規則は、 平成29年4月 1日から施行する。
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金沢市消防団員等公務災害補償条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成29年3月31日

金沢市長 山 野 之 義

⑨金沢市規則第38号

金沢市消防団員等公務災害補償条例施行規則の一部を改正する規則

金沢市消防団員等公務災害補償条例施行規則(平成8年規則第77号)の一部を次のように改正する。

第6条の表常時介護を要する状態の項中 1104，950円」を 1105，130円」に、 157，030円」を 157，110円」に改め、

同表随時介護を要する状態の項中 152，480円」を 152，570円」に、 128，520円」を 128，560円」に改める。

附則

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

2 改正後の第6条の規定は、平成29年4月 1日以後の介護を受けている期間に係る介護補償の額について適用し、

同日前の介護を受けていた期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

金沢市消防団規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成29年3月31日

金沢市長 山

⑨金沢市規則第39号

金沢市消防団規則の一部を改正する規則

金沢市消防団規則(平成3年規則第5号)の一部を次のように改正する。

第 5条中「消防団員」を「基本団員」に改め、同条に次の 1項を加える。

2 機能別団員の定員の配置は、各分団にそれぞれ5人を限度とする。

第 5条の次に次の 1条を加える。

(機能別団員が従事する特定の消防事務)

野

第 5条の 2 条例第3条第3項の市長が別に定める特定の消防事務は、次に掲げる消防事務とする。

(1) 大規模災害における基本団員の活動を支援する事務

(2) 所属する分団の区域内で発生した火災における基本団員の活動を支援する事務

之 義

(3) その他消防団長又は分団長が特に必要があると認める災害における活動又はこれに準ずる活動に関する事務

第6条中「消防団員」を「基本団員」に改め、同条に次の 1項を加える。

2 機能別団員の階級は、団員とする。

第8条中「第4条」を「第4条第 l項」に改め、同条の次に次の l条を加える。

(機能別団員の任命の要件)

第8条の 2 条例第4条第2項の市長が別に定める要件は、機能別団員として任命しようとする者が、所属しようと

する分団の区域内に居住し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。

(1) 基本団員として消防事務に従事した者で、次のアからウまでのいずれかに該当するもの

ア 60歳以上の者

イ 部長以上の階級にあった者

ウ その他所属しようとする分団の分団長が特に必要があると認める者

(2) 消防吏員として消防事務に従事した者で、 60歳以上のもの

様式第 2号を次のように改める。
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様式第2号(第10条関係)

消防団員任命承認願

年 月

(宛先)金沢市長

金沢市第消防団長

氏名

次の者を任命したいので承認を願います。

分団 名 氏 名 生年月日 住 所

備考

1 区分の欄には、基本団員にあっては「基本」と、機能別団員にあっては「機能別」と記載すること。

2 本市の区域外に居住する者は、住所の欄に勤務先の所在地を併せて記載すること。

附則

この規則は、平成29年4月1日から施行する。
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